
　

耐
震
改
修
工
事
を
行
っ
た
住
宅
の

固
定
資
産
税
を
、
一
定
期
間
２
分
の

１
に
減
額
し
ま
す
。

■
軽
減
さ
れ
る
要
件

・
昭
和
57
年
1
月
1
日
以
前
か
ら
所

在
す
る
住
宅
で
あ
る
こ
と

・
現
行
の
耐
震
基
準
に
適
合
す
る
耐

震
改
修
工
事
で
あ
る
こ
と

・
工
事
費
用
が
30
万
円
以
上
で
あ
る

こ
と

※
減
額
対
象
の
床
面
積
は
１
戸
当
た

り
１
２
０
㎡
ま
で

■
改
修
時
期
と
軽
減
期
間

■
提
出
書
類

・
現
行
の
耐
震
基
準
に
適
合
し
た
工

事
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書
（
地
方

公
共
団
体
・
建
築
士
・
指
定
住
宅

性
能
評
価
機
関
ま
た
は
指
定
確
認

検
査
機
関
が
証
明
し
た
も
の
）

・
工
事
図
面
な
ど
、
工
事
の
内
容
が

わ
か
る
書
類
の
写
し

・
領
収
書
な
ど
、
耐
震
改
修
工
事
に

要
し
た
費
用
を
示
す
書
類
の
写
し

　

平
成
22
年
3
月
31
日
ま
で
に
バ
リ

ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
を
行
っ
た
住
宅

に
つ
い
て
、
翌
年
度
の
固
定
資
産
税

の
３
分
の
１
を
減
額
し
ま
す
。

■
軽
減
さ
れ
る
要
件

・
次
の
い
ず
れ
か
の
改
修
工
事

▽
廊
下
の
拡
幅
▽
階
段
の
傾
き
緩

和
▽
浴
室
・
ト
イ
レ
の
改
良
▽
手

す
り
の
設
置
▽
屋
内
の
段
差
解
消

▽
引
き
戸
な
ど
扉
の
取
り
換
え
▽

床
材
の
滑
り
止
め
処
置

・
自
己
負
担
額
30
万
円
以
上
の
工
事

・
次
の
い
ず
れ
か
の
人
が
居
住

▽
65
歳
以
上
の
人
▽
要
介
護
認
定
ま

た
は
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る

人
▽
障
害
の
あ
る
人

※
減
額
対
象
の
床
面
積
は
１
戸
当
た

り
１
０
０
㎡
ま
で

■
提
出
書
類

・
工
事
図
面
な
ど
、
工
事
の
内
容
が

わ
か
る
書
類
の
写
し

・
領
収
書
な
ど
、
工
事
に
要
し
た
費

用
を
示
す
書
類
の
写
し

・
住
宅
改
良
の
た
め
に
交
付
さ
れ
た

補
助
金
額
や
介
護
保
険
の
給
付
額

が
わ
か
る
書
類

・
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
、
身
体

障
害
者
手
帳
の
写
し
な
ど

　

平
成
20
年
4
月
1
日
か
ら
平
成
22

年
3
月
31
日
ま
で
に
省
エ
ネ
改
修
工

事
を
行
っ
た
住
宅
つ
い
て
、
翌
年
度

の
固
定
資
産
税
の
３
分
の
１
を
減
額

し
ま
す
。

■
軽
減
さ
れ
る
要
件

・
平
成
20
年
1
月
1
日
以
前
か
ら
所

在
す
る
住
宅

・
窓
の
断
熱
改
修
工
事
（
窓
の
２
重

サ
ッ
シ
化
な
ど
）
に
あ
わ
せ
て
次

の
い
ず
れ
か
の
工
事
を
行
っ
て
い

る
こ
と

▽
床
の
断
熱
改
修
工
事
▽
天
井
の

断
熱
改
修
工
事
▽
壁
の
断
熱
改
修

工
事

・
現
行
の
省
エ
ネ
基
準
に
適
合
す
る

工
事
で
あ
る
こ
と

・
工
事
費
用
が
30
万
円
以
上
で
あ
る

こ
と

※
減
額
対
象
と
な
る
床
面
積
は
１
戸

当
た
り
１
２
０
㎡
ま
で

■
提
出
書
類

・
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
証
明
書

（
建
築
士
・
指
定
住
宅
性
能
評
価

機
関
・
指
定
確
認
検
査
機
関
な
ど

が
証
明
し
た
も
の
）

・
領
収
書
な
ど
、
工
事
に
要
し
た
費

用
を
示
す
書
類
の
写
し
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■
日
時　

7
月
11
日
（
金
）
～
13
日

　
（
日
）
ま
で
の
3
日
間

　

午
前
9
時
～
午
後
5
時

　

１
日
8
時
間　

合
計
24
時
間

※
普
及
員
認
定
に
は
3
日
間
す
べ
て

　

の
受
講
が
必
要
で
す

■
場
所　

豊
科
消
防
署
２
階
研
修
室

■
募
集
定
員　

30
人

■
講
習
内
容　

普
通
救
命
講
習
な
ど

　

の
指
導
者
養
成
講
習
コ
ー
ス

※
所
属
す
る
事
業
所
な
ど
の
従
業
員

　

等
に
普
通
救
命
講
習
の
指
導
が
で

　

き
ま
す
。（
認
定
証
交
付
）

■
受
講
費
用　

３
、３
６
０
円
（
テ

　

キ
ス
ト
代
）

■
申
し
込
み　

申
込
用
紙
は
、
松
本

　

広
域
消
防
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w

w
.m

-kouiki119.jp/

　

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
最
寄

　

り
の
消
防
署
へ
申
し
込
み
く
だ
さ

　

い
。

問
松
本
広
域
消
防
局
警
防
課

　
（
25･

１
６
９
９
）
ま
た
は

　

豊
科
消
防
署
（
72･

３
１
４
５
）

　

穂
高
消
防
署
（
82･

３
２
６
２
）

　

梓
川
消
防
署
（
78･

２
０
９
０
）

　

明
科
消
防
署
（
62･

２
９
９
２
）

　

旧
町
村
ご
と
に
整
備
さ
れ
て
い
た

道
路
台
帳
の
統
合
に
よ
り
、
市
道
の

路
線
名
称
（
番
号
）
が
７
月
１
日
よ

り
変
更
と
な
り
ま
す
。
新
路
線
名
は

統
一
ル
ー
ル
に
よ
り
、
既
存
の
番
号

を
一
部
含
む
よ
う
変
更
し
、
地
名
を

冠
し
た
路
線
名
は
、
統
一
性
を
考
慮

し
番
号
に
よ
る
路
線
名
に
変
更
と
な

り
ま
し
た
。
各
種
申
請
の
際
は
ご
注

意
く
だ
さ
い
。「
道
路
台
帳
統
合
に

伴
う
認
定
路
線
番
号
・
名
称
統
合
一

覧
表
」「
認
定
路
線
番
号
新
旧
対
照

表
」
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す
。「
新
道
路
台
帳
図
」

は
、
都
市
建
設
部
監
理
課
管
理
係
ま

た
は
各
総
合
支
所
産
業
建
設
課
地
域

整
備
係
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

問
豊
科
総
合
支
所
内
都
市
建
設
部

　

監
理
課
管
理
係

　
（
72･

３
１
１
１ 

72・８
３
４
０
）
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耐震改修などの工事を行った
住宅の固定資産税が軽減されます

平成 19 年に所得が減って
所得税が課税されなくなった人へ

■
申
告
期
間　

7
月
1
日
（
火
）

　

～
31
日
（
木
）

■
提
出
先　

平
成
19
年
１
月
１
日
に

居
住
し
て
い
た
市
区
町
村
へ
「
減

額
申
告
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
安
曇
野
市
で
は
該
当
と
思
わ

れ
る
人
に
対
し
て
申
告
書
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
各
総
合
支
所
税
務

会
計
係
窓
口
に
提
出
す
る
か
、
豊

科
総
合
支
所
内
市
民
税
課
ま
で
郵

送
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
は
各
総
合
支
所
税
務
会
計

係
窓
口
か
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
サ
イ
ト
内
検
索
「
所
得
変
動
」）

で
も
取
得
で
き
ま
す
。

問
豊
科
総
合
支
所
内
総
務
部

　

市
民
税
課

　
（
72・３
１
１
１ 

72・８
３
４
０
）

松
本
広
域
消
防
局

応
急
手
当
普
及
員
養
成
講
習
会

７
月
１
日
か
ら

市
道
の
路
線
名
称
が
変
更

①
耐
震
改
修
工
事

②
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事

★
こ
の
手
続
き
を
騙か

た

っ
た
振
り
込
め

　

詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

固定資産税のお知らせ市 ･ 県民税のお知らせ

③
省
エ
ネ
改
修
工
事

改修の完了時期 減額期間

改修した年の翌年から３年間

改修した年の翌年から２年間

改修した年の翌年から１年間

平成 18 年 1 月 1 日
～ 21 年 12 月 31 日

平成 22 年 1 月 1 日
～ 24 年 12 月 31 日

平成 25 年 1 月 1 日
～ 27 年 12 月 31 日

　耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修の工事を行った住宅のうち、
一定の要件にあてはまる住宅の固定資産税が軽減されます。お申し込み
は、総務部資産税課窓口に備え付けの申告書に必要事項を記入のうえ、
関係書類を添付して、工事完了後３カ月以内に申請してください。
問豊科総合支所内総務部資産税課家屋係

（ ７２・３１１１ ７２・８３４０）

　税源移譲により増加となった平成 19 年度の市 ･ 県民税は、平成 19 年
分の所得税が減額となることで調整されます。しかし、平成 19 年中の収
入が、退職 ･ 休職 ･ 休業 ･ 廃業などで減少したことにより所得税が課税
されない場合、市 ･ 県民税だけ増額となってしまいます。
　この場合、平成 19 年 1 月 1 日現在お住まいだった市区町村へ申告す
ることで、平成 19 年度の市 ･ 県民税を税源移譲前の税率で計算し、減額
する経過措置があります。なお、すでに納付済みの場合は還付になります。

平成18年（度）

平成19年（度）
所得変動なし

平成19年（度）
所得変動あり

申告により
減額（還付）

所得税市・県民税

18年中の収入に
対する部分

税源移譲
により増額

市・県民税 所得税

19年中の収入に
対する部分

所得税
非課税市・県民税


